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画像デザインに関する他者権利調査負担の軽減策について
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他者権利調査負担の軽減策他者権利調査負担の軽減策

他者権利調査負担軽減策の例

１．日本意匠分類の整備

 

（スライド番号２）

 
画像デザインの多様化に対応した、用途、機能、形態等の概念を用いた画像意匠分類の整備

 

等

２．意匠分類定義カードの整備

 

（スライド番号４）

 
意匠分類定義カードの整備による分類定義の内容の充実や、意匠に付与された分類とは異なる他の参考

 となる分類や物品の明確化

 

等

 
３．審査基準等のさらなる充実

 

（スライド番号７）

 
審査基準等のさらなる充実により判断基準を明確化するとともに、「ありふれた画像デザイン（新規性のな

 いもの）」や「取るに足らない画像デザイン（容易に創作できたもの）」を登録しない

 

等

 
４．画像意匠登録事例集の拡充

 

（スライド番号３１）

 
画像意匠登録事例集の充実による判断基準の明確化

 

等

５．意匠審査において利用する資料の収集に関する情報提供の整備

 

（スライド番号３７）

 
意匠審査において利用する資料（国内外の図書、雑誌、カタログ、インターネット掲載情報等）の収集に関

 する情報提供の整備

 

等

 

他者権利調査負担軽減策の例

１．日本意匠分類の整備

 

（スライド番号２）

画像デザインの多様化に対応した、用途、機能、形態等の概念を用いた画像意匠分類の整備

 

等

２．意匠分類定義カードの整備

 

（スライド番号４）

意匠分類定義カードの整備による分類定義の内容の充実や、意匠に付与された分類とは異なる他の参考

 となる分類や物品の明確化

 

等

３．審査基準等のさらなる充実

 

（スライド番号７）

審査基準等のさらなる充実により判断基準を明確化するとともに、「ありふれた画像デザイン（新規性のな

 いもの）」や「取るに足らない画像デザイン（容易に創作できたもの）」を登録しない

 

等

４．画像意匠登録事例集の拡充

 

（スライド番号３１）

画像意匠登録事例集の充実による判断基準の明確化

 

等

５．意匠審査において利用する資料の収集に関する情報提供の整備

 

（スライド番号３７）

意匠審査において利用する資料（国内外の図書、雑誌、カタログ、インターネット掲載情報等）の収集に関

 する情報提供の整備

 

等

【ユーザーの懸念】

意匠法による画像デザインの保護を拡充した場合、他者権利調査負担が増大するおそれがある。

【対応策】

他者権利調査負担を軽減するためには、例えば下記のような策を講じる必要があるのではないか。
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１．日本意匠分類の整備
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１１

 
日本意匠分類の整備日本意匠分類の整備

現行の画像意匠分類においては、対象となる意匠が画像を含むも

 
のであるか否かを区分けできるように、画像を含む意匠には小分類

 
の末尾に『Ｗ』を付与している（画像意匠分類）

物品の用途や画像デザインの機能、形態等の概念※を用いて画像意匠分類を細

 
分化することを検討すべきではないか。

※意匠分類は、物品の用途の概念を主として用い、必要に応じて機能、形態等の概念を用いる（意匠分類原理）

現状 【意匠に係る物品】携帯電話機

携帯電話機の分類：Ｈ７－４３
＋

画像意匠分類対応記号Ｗ
＝

Ｈ７－４３Ｗを付与

保護対象を拡充した場合

用途、機能、形態等の概念を用いた画像意匠分類の細分化を検討すべきではないか。

・文献数の増大によりサーチ負担が増大するおそれ
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２．意匠分類定義カードの整備
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２２

 
意匠分類定義カード意匠分類定義カードのの整備整備

・日本意匠分類を付与する定義を示した「意匠分類定義カード」を公表。
（意匠分類定義カードには、参考分類、参考物品についても記載されている）

意匠分類定義カードの整備により、分類定義の内容の充実や、意匠に付与さ

 
れた分類とは異なる他の参考となる分類や物品の明確化を図るべきではな

 
いか。

現状

保護対象を拡充した場合

意匠分類定義カードの整備により、分類定義や参考分類、参考物品の明確化を図るべきではないか。

・保護対象の拡大によって分類の定義やクリアランス範囲が不明確となる懸念
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（参考）意匠分類定義カード（参考）意匠分類定義カード

意匠分類定義カードには、分類の定義、参考分類・参考物品等が記載されている。

意匠分類定義カードの例（携帯電話機）

参考分類・参考物品につ

 
いて記載されており、調

 
査範囲の目安となる

意匠分類の定義と登録

 
例が示されており、分類

 
理解の助けとなる
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３．意匠審査基準等のさらなる充実
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３ 意匠審査基準等のさらなる充実

「画像を含む意匠」についても、通常の意匠と同様に、意匠審査基準に基づき下記の要件等について判断している。

意匠審査基準、ガイドライン等のさらなる充実や資料の拡充により、審査における判断基

 
準の明確化を図るとともに、「ありふれた画像デザイン（新規性のないもの）」や「取るに足

 
らない画像デザイン（容易に創作できたもの）」が登録されることのないよう、引き続き的確

 
な審査を行うべきではないか。

＜検討対象（例）＞『意匠審査基準』、『意匠審査便覧』、『意匠の審査基準及び審査の運用』

 

（知的財産

 
権制度説明会（実務者向け）テキスト）

 

、『画像を含む意匠の願書及び図面の表し方』、『画像意匠登録

 
事例集』

現状

保護対象を拡充した場合

意匠審査基準、ガイドライン等のさらなる充実や資料の拡充により、審査における判断基準の明確化を図

 るとともに、「ありふれた画像デザイン（新規性のないもの）」や「取るに足らない画像デザイン（容易に創作

 できたもの）」が登録されることのないよう、引き続き的確な審査を行うべきではないか。

•意匠に該当するか
•新規性があるか
•容易に創作できたものでないか

・判断基準の不明確化やつまらないデザインの権利化によって他者権利の監視負担が増大することへの懸念
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画面デザインを含む意匠の審査基準及び運用については、『意匠の審査基準及び審査の運用』（平成２３年度

 

特許庁）に

 
以下のように掲載されている。

（参考）画面デザインの意匠審査基準の構成（参考）画面デザインの意匠審査基準の構成

第７部

 
個別の意匠登録出願

第４章

 
画像を含む意匠

７４

 
関連条文

 
（意匠法第２条、意匠法施行規則様式第２、第６）

７４．１

 
意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又は
これらの結合と認められる画像について

７４．２

 
意匠法第２条第２項に規定する画像について

７４．３

 
画像を含む意匠の意匠登録出願における願書・図面

７４．４

 
画像を含む意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定

７４．５

 
画像を含む意匠の登録要件

（工業上利用性、新規性、創作非容易性）
７４．８

 
画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願

抜粋
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資料３（参考）（参考）意匠法で保護される「意匠法で保護される「画面デザイン」画面デザイン」

我が国現行意匠法では、物品の部分として、画面デザインを保護している

意匠登録第１３４９７７５号

 
「電子カメラ」

意匠登録第１３９６３２９号

 
「現在位置表示モニター」

意匠登録第１３６１２８６号

 
「無線電話機」

意匠登録第１３６０８５４号

 
「情報記録再生機」

【画像図】

【正面図】 【右側面図】

※その他の図については

 
掲載を省略

以下の要件を満たす必要がある

・ 「物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像（表示画像）」または「物品の機能を発揮できる状態にするための操

 
作の用に供される画像（操作画像）」のいずれかに該当するものであること

・

 

当該物品に表示される画像であること（「操作画像」の場合は物品と一体として用いられる物品に表示される画像も可）

当該物品と一体として用いられる物品に表示さ

 
れる画像

登録意匠より
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（参考）工業上利用することができる意匠（参考）工業上利用することができる意匠

以下のすべての要件を満たす必要がある

（１）意匠を構成するものであること

（２）意匠が具体的なものであること

（３）工業上利用することができるものであること

（１）意匠を構成するものであること（意匠法第2条第1項および第2項）

７４．５．１．１．１．１

 

物品の表示部に表示される画像が、意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、模

 
様若しくは色彩又はこれらの結合と認められるものであること

 物品の表示部に表示される画像が、以下の（ⅰ）及び（ⅱ）の要件を満たす場合、当該画像は、物品の部分の形

 
状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められる。

 
（ⅰ）物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
（ⅱ）物品の表示部に表示される画像が、その物品にあらかじめ記録された画像であること

７４．５．１．１．１．１

 

物品の表示部に表示される画像が、意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、模

 
様若しくは色彩又はこれらの結合と認められるものであること

物品の表示部に表示される画像が、以下の（ⅰ）及び（ⅱ）の要件を満たす場合、当該画像は、物品の部分の形

 
状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められる。
（ⅰ）物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
（ⅱ）物品の表示部に表示される画像が、その物品にあらかじめ記録された画像であること

７４．５．１．１．１．２

 

意匠に含まれる画像が、意匠法第２条第２項において規定する画像を構成するものであること
意匠に含まれる画像が、意匠法第２条第２項において規定する画像を構成するためには、物品の機能を発揮でき

 る状態にするための操作に用いられる画像でなければならない。

 

７４．５．１．１．１．２

 

意匠に含まれる画像が、意匠法第２条第２項において規定する画像を構成するものであること
意匠に含まれる画像が、意匠法第２条第２項において規定する画像を構成するためには、物品の機能を発揮でき

 る状態にするための操作に用いられる画像でなければならない。

表示画像

操作画像



12

資料３（参考）（参考）意匠を構成する画像に意匠を構成する画像に該当しない該当しないものもの

（１）装飾表現のみを目的とした画像

（２）映像等（いわゆるコンテンツ）を表した画像

（３）汎用の表示器に表示された画像

（４）記録媒体に記録された画像

（５）電子計算機の取り扱い
物品から独立して創作され、販売されるソフトウェア（ＯＳも含む）をインストールすることで表示され

 
る画像（プリインストールされたものも含む）は、意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、

 
模様若しくは色彩又はこれらの結合とは認められない。

また、電子計算機は、本来的な機能が情報処理であるため、電子計算機でソフトウェアを使用する

 
ことは、電子計算機の情報処理機能を発揮している状態の画像に該当するため意匠法第２条第２項

 
に規定する画像に該当しない。 【意匠を構成するものと認められない事例】

（６）ゲーム機の取り扱い
物品から独立して創作され、販売されるゲームソフトをインストールすることにより表示されるゲーム

 
の画像（ゲーム機にプリインストールされたものも含む）、ゲームを記録した記録媒体を挿入することに

 
より表示されるゲームの画像は、意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色

 
彩又はこれらの結合とは認められない。

ただし、電池残量表示など、ゲームソフトによらないゲーム機本体の機能を果たすために必要な表示

 
を行う画像であって、物品にあらかじめ記録されたものについては、意匠法第２条第１項に規定する物

 
品の部分の形状模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められる。 【意匠を構成するものと認められない事例】

汎用の表示器に、物品の外部からの信号による画像を表示したものは、表示器という物品にあらか

 
じめ記録された画像ではないため、意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは

 
色彩又はこれらの結合とは認められない。

テレビ番組の画像、インターネットの画像など物品の外部からの信号による画像を表示

 
したもの及び物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像を表示したもの等。

装飾表現のみを目的とした画像は物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像とは認め

 
られず、また、物品の機能を発揮するための操作に用いる画像とは認められないため、意匠を

 
構成しない。（例：いわゆる壁紙等）

コンパクトディスクに記録された画像等。記録媒体という物品は、その物品に画像に係る情報を記録す

 
ることが可能であるものの、記録媒体自体は操作機構を持たないデータであるため、意匠法第２条第２

 
項に規定する物品の機能を発揮するための操作に用いられる画像とは認められない。
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（参考）工業上利用することができる意匠（参考）工業上利用することができる意匠

（２）意匠が具体的なものであること

７４．５．１．２

 

意匠が具体的なものであること

第一に、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付され

 
た図面等から意匠登録出願の方法及び対象が画像を含む意匠の意匠登録出願であることが直接的に導き出さ

 
れなくてはならない。

 
次に、画像を含む意匠の意匠登録出願に係る意匠が具体的なものと認められるためには、その意匠の属する

 
分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意

 
匠の内容、すなわち、以下の①から④についての具体的な内容が、直接的に導き出されなければならない。

 ①画像を含む意匠の意匠に係る物品
②「画像」の用途及び機能
③部分意匠として「画像」の意匠登録を受けようとする場合には、その位置、大きさ、範囲
④「画像を含む意匠」の形態

７４．５．１．２

 

意匠が具体的なものであること

第一に、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付され

 
た図面等から意匠登録出願の方法及び対象が画像を含む意匠の意匠登録出願であることが直接的に導き出さ

 
れなくてはならない。

次に、画像を含む意匠の意匠登録出願に係る意匠が具体的なものと認められるためには、その意匠の属する

 
分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意

 
匠の内容、すなわち、以下の①から④についての具体的な内容が、直接的に導き出されなければならない。

①画像を含む意匠の意匠に係る物品
②「画像」の用途及び機能
③部分意匠として「画像」の意匠登録を受けようとする場合には、その位置、大きさ、範囲
④「画像を含む意匠」の形態

７４．５．１．３

 

工業上利用することができるものであること

画像を含む意匠の意匠に係る物品が、工業上利用することができるものでなくてはならない。

７４．５．１．３

 

工業上利用することができるものであること

画像を含む意匠の意匠に係る物品が、工業上利用することができるものでなくてはならない。

（３）工業上利用することができるものであること
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資料３
（参考）（参考）画面デザインの類否判断（新規性判断）画面デザインの類否判断（新規性判断）

７４．５．２

 

新規性

意匠法第3条第1項各号の規定の適用については、当該画像を含む意匠が公知の意匠のいずれかの

 意匠に該当するか否か、又は公知の意匠に類似する意匠に該当するか否かを判断することにより行う。

７４．５．２．２．１

 
公知意匠と画像を含む意匠の類否判断

意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、画像を含む意匠についても、

 意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意

 匠の類似は生じない。

 また、画像は、物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合に含ま

 れるものであり、画像を含む意匠の類否判断は全体意匠、部分意匠の審査基準に

 準じて行われる。

 なお、複数の画像からなる変化する画像と変化を伴わない画像との類否判断及

 び変化する画像同士の類否判断は、変化する画像の変化の前後の態様も含めて

 総合的に観察して行う。

 下記の事例については類似するものと認められる。

７４．５．２．２．１

 
公知意匠と画像を含む意匠の類否判断

意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、画像を含む意匠についても、

 意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意

 匠の類似は生じない。
また、画像は、物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合に含ま

 れるものであり、画像を含む意匠の類否判断は全体意匠、部分意匠の審査基準に

 準じて行われる。
なお、複数の画像からなる変化する画像と変化を伴わない画像との類否判断及

 び変化する画像同士の類否判断は、変化する画像の変化の前後の態様も含めて

 総合的に観察して行う。
下記の事例については類似するものと認められる。
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（参考）（参考）画面デザインの類否判断（新規性判断）画面デザインの類否判断（新規性判断）

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
第第44章章 画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例

【事例１】

【事例２】
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【事例３】

（参考）（参考）画面デザインの類否判断（新規性判断）画面デザインの類否判断（新規性判断）

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
第第44章章 画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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【事例４】

（参考）（参考）画面デザインの類否判断（新規性判断）画面デザインの類否判断（新規性判断）

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
第第44章章 画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例



18

資料３

【事例５】

（参考）（参考）画面デザインの類否判断（新規性判断）画面デザインの類否判断（新規性判断）

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
第第44章章 画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

７４．５．３

 

創作非容易性

 

：

 

判断基準については部分意匠を参照

部分意匠

 

７１．４．３

 

創作非容易性

意匠法第3条第2項の規定の適用についての判断は、「意匠登録を受けようとする部分」の全体の形態が、当該意匠登録出願前

 
に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるか

 
否かを判断すると共に、当該部分の用途及び機能を考慮し、「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中におい

 
て、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、当業者にとってありふれた手法であるか否かを判断することにより行う。

７４．５．３

 
創作非容易性

変化する画像についての意匠法第3条第2項の規定の適用についての判断は、変化の前後を示す各画像が、当

 
該意匠登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に

 
創作することができたものであるか否かを判断すると共に、変化の態様について当業者にとってありふれた手法

 
に基づく変化であるか否かを判断することにより行う。すなわち、以下の①、②の場合には、出願の意匠は容易に

 
創作できたものとは認められず、意匠法第3条第2項の規定には該当しない。

 ①変化の前後を示す各画像が当該意匠登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

 
に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるが、変化の態様は当業者にとってありふれた

 
手法に基づく変化ではない場合。

 
②変化の態様は当業者にとってありふれた手法に基づく変化であるが、変化の前後を示す各画像は当該意匠

 
登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作すること

 
ができたものではない場合

 

７４．５．３

 
創作非容易性

変化する画像についての意匠法第3条第2項の規定の適用についての判断は、変化の前後を示す各画像が、当

 
該意匠登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に

 
創作することができたものであるか否かを判断すると共に、変化の態様について当業者にとってありふれた手法

 
に基づく変化であるか否かを判断することにより行う。すなわち、以下の①、②の場合には、出願の意匠は容易に

 
創作できたものとは認められず、意匠法第3条第2項の規定には該当しない。

①変化の前後を示す各画像が当該意匠登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

 
に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるが、変化の態様は当業者にとってありふれた

 
手法に基づく変化ではない場合。

②変化の態様は当業者にとってありふれた手法に基づく変化であるが、変化の前後を示す各画像は当該意匠

 
登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作すること

 
ができたものではない場合
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（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例

【事例①

 
置換の意匠】
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【事例②

 
寄せ集めの意匠】

（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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【事例③

 
配置の変更による意匠】

（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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【事例④

 
構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠】

（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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【事例⑤

 

公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠】

（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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【事例⑥

 

フレームの分割態様を変更したにすぎ

 ない意匠】
【同

 

フレームの分割態様を、ありふれた分割手

 法に基づき変更したにすぎない意匠】

（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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【事例⑦

 

公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれら

 
の結合に基づき、ありふれた手法による変化の態様をまま

 
表したにすぎない意匠】

【同

 

公然知られた画像に基づき、その意匠の属する分

 
野においてありふれた手法による変化の態様を表した

 
にすぎない意匠】

（参考）（参考）画面デザインの創作非容易性の判断画面デザインの創作非容易性の判断

 「意匠審査基準「意匠審査基準

 
第第77部部 個別の意匠登録出願個別の意匠登録出願

 
画像を含む意匠」より画像を含む意匠」より

 
事例事例
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（参考）画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願（参考）画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願

７４．８．１．３

 

画像を含む意匠において、画像が変化する場合

画像を含む意匠において、画像は物品の部分の形態であるため、一つの意匠には原則一つの画像が表れる。

 
このため、一つの出願に複数の画像が表されている場合、一つの出願に複数の「画像を含む意匠」を包含し、意

 
匠法第７条に規定する意匠ごとにした意匠登録出願と認められないものである。

 
ただし、意匠に係る物品の説明等の願書の記載及び願書に添付された図面の内容から、複数の画像が、物品

 
の同一機能を果たすために必要な表示を行う画像又は物品の同一機能を発揮できる状態にするために行われる

 
操作の用に供される画像（以下、「物品の同一機能のための画像」という。）であり、かつ、形態的な関連性がある

 
ものと認められる場合は、これら複数の画像を含んだ状態で一つの意匠として認められる。

 

７４．８．１．３

 

画像を含む意匠において、画像が変化する場合

画像を含む意匠において、画像は物品の部分の形態であるため、一つの意匠には原則一つの画像が表れる。

 
このため、一つの出願に複数の画像が表されている場合、一つの出願に複数の「画像を含む意匠」を包含し、意

 
匠法第７条に規定する意匠ごとにした意匠登録出願と認められないものである。

ただし、意匠に係る物品の説明等の願書の記載及び願書に添付された図面の内容から、複数の画像が、物品

 
の同一機能を果たすために必要な表示を行う画像又は物品の同一機能を発揮できる状態にするために行われる

 
操作の用に供される画像（以下、「物品の同一機能のための画像」という。）であり、かつ、形態的な関連性がある

 
ものと認められる場合は、これら複数の画像を含んだ状態で一つの意匠として認められる。

①物品の同一機能のための画像であり、
かつ、

②変化の前後の画像に形態的関連性が認められる場合

変化前の画像と変化後の画像が、以下の要件を満たす場合のみ、複数の画像

 を含んだ状態で一意匠と認定する。



28

資料３
（参考）画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願（参考）画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願

変化の前後を示す画像として、複数の画像を含んだ状態で一つの意匠として認められる例

【意匠に係る物品】入退室管理器

※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図面は省略した ※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図面は省略した

※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図面は省略した ※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図面は省略した

【意匠に係る物品】携帯電話機

【意匠に係る物品】携帯情報端末

【意匠に係る物品】音楽再生機付き携帯電話機
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（参考）画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願（参考）画像を含む意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願

変化の前後を示す画像として、複数の画像を含んだ状態で一つの意匠として認められる例

【意匠に係る物品】携帯情報端末機

【意匠に係る物品】携帯電話機

※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図面は省略した

画像又は図形等自体の漸次的な変化･･･遷移前の画像の一部を残しつつ新たな画像が漸次的に現れ、最終的に新たな画像に遷移する

 
もの。変化の最初と最後では図形等の形態が異なるものの、その変化途中の画像の開示によって、当該図形等が漸次的に変化すると

 
認められるもの。

共通モチーフの連続的使用･･･画像のヘッダー部分や背景に同一の図形等からなる共通のモチーフが連続的に使用されているもの。
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画面デザインを含む意匠の審査基準及び運用については、審査基準等を一般に公開。各地で説明会を開催している。

ユーザーニーズに応じて審査基準を逐次明確化。出願人及び第三者にとって、権利範囲が予見可能なものとなるよう、類

 
似の範囲の判断のための登録事例集や、具体的な想定事例をHP等において公開している。

特許庁HPより

 

http://www.jpo.go.jp/index/isho.html

（参考）（参考）「「意匠審査基準意匠審査基準」」の公開の公開

http://www.jpo.go.jp/index/isho.html
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４．画像意匠登録事例集の拡充
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４ 画像意匠登録事例集の拡充

画像を含む登録意匠のうち、審査基準を理解する上で参考となる事例を抽出して「画像意匠登録事例集」として公表

画像意匠登録事例集の充実により判断基準の明確化を図るべきではないか。

現状

保護対象を拡充した場合

画像意匠登録事例集の充実により判断基準の明確化を図るべきではないか。

・判断基準の不明確化によって他者権利の監視負担が増大することへの懸念
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（参考）画像意匠登録事例集より（参考）画像意匠登録事例集より

画像意匠の登録事例集より、本意匠―関連意匠（相互に類似する意匠）として登録されたもの。

【意匠に係る物品】資源情報端末機

【意匠に係る物品の説明】本物品は、資源情報端末機であって、例え

 
ば家庭に設置され、主として使用している電力値、太陽光で自家発

 
電した電力値、外部から購入する電力の電力値などのエネルギー運

 
用状況を本物品のモニターに表示するものである。・・・

本意匠

【意匠に係る物品】資源情報端末機

【意匠に係る物品の説明】本物品は、資源情報端末機であって、例えば家庭

 
に設置され、主として使用している電力値、太陽光で自家発電した電力値、

 
外部から購入する電力の電力値などのエネルギー運用状況を本物品と同時

 
に使用される操作用表示器に表示するものである。・・・

関連意匠

類似

特許庁HP 「画像意匠登録事例集について」より

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm

登録番号

 

1406054 登録番号

 

1406468

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm
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（参考）画像意匠登録事例集より（参考）画像意匠登録事例集より

画像意匠の登録事例集より、本意匠―関連意匠（相互に類似する意匠）として登録されたもの。

【意匠に係る物品】医療用Ｘ線撮影機用操作器

本意匠 関連意匠

類似

【意匠に係る物品】医療用Ｘ線撮影機用操作器

特許庁HP 「画像意匠登録事例集について」より

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm

登録番号

 

1430074 登録番号

 

1430198

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm
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（参考）画像意匠登録事例集より（参考）画像意匠登録事例集より

画像意匠の登録事例集より、本意匠―関連意匠（相互に類似する意匠）として登録されたもの。

【意匠に係る物品】携帯情報端末機
【意匠に係る物品の説明】正面図の表示部拡大図に表された画像は、

 
地図表示機能を発揮するために行われる操作に用いられる画像で

 
ある。・・・

本意匠 関連意匠

類似

【意匠に係る物品】携帯情報端末機
【意匠に係る物品の説明】正面図の表示部拡大図に表された画像は、

 
地図表示機能を発揮するために行われる操作に用いられる画像で

 
ある。・・・

特許庁HP 「画像意匠登録事例集について」より

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm

登録番号

 

1419299 登録番号

 

1419588

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm
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（参考）画像意匠登録事例集より（参考）画像意匠登録事例集より

画像意匠の登録事例集より、本意匠―関連意匠（相互に類似する意匠）として登録されたもの。

【意匠に係る物品】カード決済端末機

本意匠 関連意匠

類似

【意匠に係る物品】カード決済端末機

特許庁HP 「画像意匠登録事例集について」より

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm

登録番号 1394296 登録番号 1394543

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm
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資料３

５．意匠審査において利用する資料の収集に関する情報提供の整備
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資料３５ 意匠審査において利用する資料の収集に関する情報提供の整備

意匠審査において利用する資料（国内外の図書、雑誌、カタログ、インターネット掲載情報等）の収集に関

 する情報提供の整備を図るべきではないか。

参考：平成２４年度に収集している意匠審査のために収集している内国図書の一例

書名 出版社
Ｄｉｓｃｏｖｅｒ  ｄｅｓｉｇｎアメリカン・デザインを探せ！ マガジンハウス
基礎  応用  第三角法図学 森北出版
書物と活字 朗文堂
北欧デザインと美食に出会う旅スウェーデン・デンマーク 東京書籍
［カラー版］世界デザイン史 美術出版社
２０－２１世紀ＤＥＳＩＧＮ  ＩＮＤＥＸ ＩＮＡＸ出版
２０世紀ボックスＰａｃｋａｇｅ  ｄｅｓｉｇｎ  ｈｉｓｔｏｒｙ 六耀社
Ｒｅ  ｄｅｓｉｇｎ日常の２１世紀 朝日新聞社
アートとコンピュータ新しい美術の射程 慶応義塾大学出版会
いま学ぶ最強のデジタル・デザイン２１世紀の設計ツール、「スーパーＣＧ」の全貌 日経ＢＰ社
インダストリアルデザインが面白い第一人者が教える“モノに命を吹き込む”極意 河出書房新社
インダストリアルデザイン事典 鹿島出版会
グラフィック・デザイン全史 淡交社
これならわかるアートの歴史洞窟壁画から現代美術まで 東京書籍
コンピュータ・グラフィックスの軌跡 The  Treasure  of  Computer  Graphics ジャストシステム
タイプフェイスとタイポグラフィ 九州大学出版会
チタンのおはなし 日本規格協会
デザイン・メイド・イン・ニッポン日本インダストリアルデザインの歩み クレオ
デザインの未来環境・製品・情報のユニバーサルデザイン 都市文化社
ハイパーメディアデザインホームページのための情報のデザイン 画像情報教育振興協会
ひらがな日本美術史 新潮社
ファッション辞典 文化出版局
ボドニ物語ボドニとモダン・ローマン体をめぐって 印刷学会出版部
メディアコンテンツの制作 画像情報教育振興協会
モダンデザインの秀作１３５白陶磁器・透明ガラスのプロダクツ 鹿島出版会
衣服・布地の柄がわかる事典 日本実業出版社
英国のインダストリアル・デザイン 晶文社
瓦歴史とデザイン 淡交社
環境デザインの方法 彰国社
貴金属のはなし 技報堂出版
金属材料入門おもしろ話で理解する 日刊工業新聞社
形状記憶合金のおはなし 日本規格協会
現代美術事典アンフォルメルからニュー・ペインティングまで 美術出版社
光と照明器具 鹿島出版会
光と照明器具 鹿島出版会
工芸家のための金属ノート アグネ技術センター
広告表現を科学する 日経広告研究所
視覚デザインの歴史グラフィックスと複製の歩み 大学教育出版
実用ＣＡＤ／ＣＡＭ用語辞典 日刊工業新聞社
人間国宝事典重要無形文化財認定者総覧 芸艸堂

こうした、意匠審査のために収

 
集している資料の収集範囲に

 
関する情報や、書誌情報の提

 
供を行うべきではないか。
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